
上ノ国町水防計画

新旧対照表

令和８年●月



上ノ国町水防計画 新旧対照表 
北海道水防計画 本編 上ノ国町水防計画 本編 備考 

（道水防計画の修正

理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R6.3） 修正案（R8.●） 

第１章 総 則 

第３節 水防の責任等 

第３ 国土交通省（北海道開発局）の責任 

 

（略） 

 

(９) 特定緊急水防活動（法第32条） 

(10) 水防協力団体に対する情報の提供又は指

導若しくは助言（法第40条） 

(11) 道に対する水防に関する勧告及び助言

（法第48条） 

（追加） 

 

 

（略） 

 

第５節 安全配慮 

 

（参考図） 

水防法に定める各機関の役割 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総 則 

第３節 水防の責任等 

第３ 国土交通省（北海道開発局）の責任 

 

（略） 

 

(９) 特定緊急水防活動（法第32条） 

(10) 水防協力団体に対する情報の提供又は指

導若しくは助言（法第40条） 

(11) 道に対する水防に関する勧告及び助言

（法第48条） 

(12) 道及び気象庁への洪水予報河川の予測水

位情報の提供（法第11条の２） 

 

（略） 

 

第５節 安全配慮 

 

（参考図） 

水防法に定める各機関の役割 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総 則 

第３節 水防の責任等 

 
更新対象外 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

第５節 安全配慮 

 
 

更新対象外 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１章 総 則 

第３節 水防の責任等 

 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

第５節 安全配慮 

 
 

更新対象外 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・令和5年11月30日施

行の水防法及び気象

業務法での改正内容

の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・令和5年11月30日施

行の水防法及び気象

業務法での改正内容

の反映 

 

・水防法第10条の文

言との整合（『情報

伝達』を『通知』に

修正） 

 

・気象庁から国土交

通省へ『通知』の矢

印を追加（水防法第

10条に基づく法定伝

達） 

 

・報道機関から気象

庁への情報伝達は想

定されないことから

一方の矢印に修正 

 

 

 

※該当する記載がないため 

※該当する記載がないため 
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北海道水防計画 本編 上ノ国町水防計画 本編 備考 

（道水防計画の修正

理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R6.3） 修正案（R8.●） 

（本計画における各機関） 

 

（略） 

 

(４) 総合振興局及び振興局（地域創生部地域

政策課） 

空知総合振興局、石狩振興局、後志総合

振興局、胆振総合振興局、日高振興局、

渡島総合振興局、檜山振興局、上川総合

振興局、留萌振興局、宗谷総合振興局、

オホーツク総合振興局、十勝総合振興

局、釧路総合振興局、根室振興局 

 

（略） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（本計画における各機関） 

 

（略） 

 

(４) 総合振興局及び振興局（地域創生部危機

対策室） 

空知総合振興局、石狩振興局、後志総合

振興局、胆振総合振興局、日高振興局、

渡島総合振興局、檜山振興局、上川総合

振興局、留萌振興局、宗谷総合振興局、

オホーツク総合振興局、十勝総合振興

局、釧路総合振興局、根室振興局 

 

（略） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
更新対象外 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
更新対象外 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

・組織改組のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※該当する記載がないため 
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北海道水防計画 本編 上ノ国町水防計画 本編 備考 

（道水防計画の修正

理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R6.3） 修正案（R8.●） 

第２章 水防組織 

第１節 道の水防組織 
道は、北海道災害対策本部条例（昭和37年11

月１日北海道条例第54号）、北海道災害対策本

部運営規定及び北海道地域防災計画第３章第１

節第２「応急活動体制」に定めるところに準

じ、水防に関する事務を処理するものとする。 

水防事務の総括は本庁にあっては総務部危機

対策局危機対策課、地方部局にあっては、その

区域を管轄する総合振興局又は振興局地域創生

部地域政策課で行うものとする。 

 

（略） 

 

第２ 水防計画の調査 
道は、水防計画を調査させるため、北海道防

災会議に水防部会を置く。 

北海道防災会議水防部会設置要綱及び運営規程

は、参考資料２「北海道防災会議水防部会設置要

綱」及び参考資料３「北海道防災会議水防部会運

営規程」のとおりである。 

 

（略） 

 

第２節 水防管理団体の水防組織 
第２ 指定水防管理団体 

法第４条の規定により、知事が指定した指定

水防管理団体は、別表第１「指定水防管理団体

一覧表」のとおりである。 

指定水防管理者がその区域内にある消防機関が

水防事務を十分に処理することができないと認め

る場合は、水防団を置くものとする。 

 

（略） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２章 水防組織 

第１節 道の水防組織 
道は、北海道災害対策本部条例（昭和37年11

月１日北海道条例第54号）、北海道災害対策本

部運営規定及び北海道地域防災計画第３章第１

節第２「応急活動体制」に定めるところに準

じ、水防に関する事務を処理するものとする。 

水防事務の総括は本庁にあっては総務部危機

対策局危機対策課、地方部局にあっては、その

区域を管轄する総合振興局又は振興局地域創生

部危機対策室で行うものとする。 

 

（略） 

 

第２ 水防計画の調査 
道は、水防計画を調査させるため、北海道防

災会議に水防部会を置く。 

北海道防災会議水防部会設置要綱及び運営規

程は、参考資料１「北海道防災会議水防部会設

置要綱」及び参考資料２「北海道防災会議水防

部会運営規程」のとおりである。 

 

（略） 

 

第２節 水防管理団体の水防組織 
第２ 指定水防管理団体 

法第４条の規定により、知事が指定した指定

水防管理団体は、別表１「指定水防管理団体一

覧表」のとおりである。 

指定水防管理者がその区域内にある消防機関が

水防事務を十分に処理することができないと認め

る場合は、水防団を置くものとする。 

 

（略） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２章 水防組織 

 
更新対象外 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

更新対象外 
 
 
 
 
 
 
 

対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２章 水防組織 

 
更新対象外 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

更新対象外 
 
 
 
 
 
 
 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織改組のため 

 

 

 

 

 

 

 

・字句修正のため 

 

 

 

 

 

 

 

・字句修正のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※該当する記載がないため 

※該当する記載がないため 

※該当する記載がないため 
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北海道水防計画 本編 上ノ国町水防計画 本編 備考 

（道水防計画の修正

理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R6.3） 修正案（R8.●） 

第４章 予報及び警報 

第１節 水防活動に用いられる予報及び警報等の種

類等 
水防活動に用いられる予報及び警報等の種類

及び発表機関等は、次のとおりである 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 予報及び警報 

第１節 水防活動に用いられる予報及び警報等の種

類等 
水防活動に用いられる予報及び警報等の種類

及び発表機関等は、次のとおりである 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 予報及び警報 

第１節 水防活動に用いられる予報及び警報等の種

類等 
水防活動に用いられる予報及び警報等の種類

及び発表機関等は、次のとおりである。 
区 分 種 類 

（略） （略） 

気象予報警報 

  

法第 10 条第 1 項 

気 象 業 務 法  

第 14 条の2 第1項  

水防活動用気象注意報・気象警報 

水防活動用洪水注意報・洪水警報 

水防活動用高潮注意報・高潮警報 

水防活用用津波注意報・津波警報 

洪水予報 

 

法第 10 条第 2 項 

法第 11 条第 1 項 

気 象 業 務 法  

第 14 条の2 第2項  

第 14 条の2 第3項  

注意報・警報・情報 

（略） 

 
（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 予報及び警報 

第１節 水防活動に用いられる予報及び警報等の種

類等 
水防活動に用いられる予報及び警報等の種類

及び発表機関等は、次のとおりである。 
区 分 種 類 

（略） （略） 

気象予報等警報 

  

法第 10 条第 1 項 

気 象 業 務 法  

第 14 条の2 第1項  

水防活動用気象注意報・気象警報 

水防活動用洪水注意報・洪水警報 

水防活動用高潮注意報・高潮警報 

水防活動用津波注意報・津波警報 

洪水予報 

 

法第 10 条第 2 項 

法第 11 条第 1 項 

気 象 業 務 法  

第 14 条の2 第2項  

第 14 条の2 第3項  

洪水注意報・洪水警報 

（略） 

 
（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・字句修正のため 

 

・表現の適正化及び

洪水予報に情報はな

いため削除 

 

・種類欄の名称を

「水防活動用」に統

一【札幌管区気象

台】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 種類 
（略） （略） 

気象予報警報 

 

法第10条第1項 

気象業務法第14条の2第1項 

水防活動用気象注意報・警報 

水防活動用洪水注意報・警報 

水防活動用高潮注意報・警報 

水防活動用津波注意報・津波

警報 

洪水予報 

 

法第10条第2項 

法第11条第1項 

気象業務法第14条の2第2項 

第14条の2第3項 

注意報・警報・情報 

（略） 

 

区分 種類 
（略） （略） 

気象等予報警報 

 

法第10条第1項 

気象業務法第14条の2第1項 

水防活動用気象注意報・警報 

水防活動用洪水注意報・警報 

水防活動用高潮注意報・警報 

水防活動用津波注意報・津波

警報 

洪水予報 

 

法第10条第2項 

法第11条第1項 

気象業務法第14条の2第2項 

第14条の2第3項 

洪水注意報・洪水警報 

（略） 
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北海道水防計画 本編 上ノ国町水防計画 本編 備考 

（道水防計画の修正

理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R6.3） 修正案（R8.●） 

第２節 気象庁が行う予報及び警報 
第２ 警報等の伝達経路及び手段 
１ 洪水の場合 

 

（R5.1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（R6.1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※1）府県予報区担当気象官署：札幌管区気象

台、函館、旭川、室蘭、釧路、網走、稚

内各地 分担官署：帯広測候所 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 気象庁が行う予報及び警報 
第２ 警報等の伝達経路及び手段 
１ 洪水等の場合 

 
（R6.1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（R7.1） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※1）府県予報区担当気象官署：札幌管区気象

台、函館、旭川、室蘭、釧路、網走、稚

内各地方気象台 分担官署：帯広測候所 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 気象庁が行う予報及び警報等 
２ 警報等の伝達経路及び手段 
(1) 特別警報、警報並びに気象予報（注意報を

含む）情報等伝達系統図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 
 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

第２節 気象庁が行う予報及び警報等 
２ 警報等の伝達経路及び手段 
(1) 洪水等の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 
 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「水防計画作成の

手引き（都道府県

版）令和4年8月」

P.24の記載に合わせ

るため 

・北海道地域防災計

画の本編の伝達系統

図の修正予定図と合

わせるため 

【札幌管区気象台】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現況と整合させる

ため削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・字句修正のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※該当する記載がないため 
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北海道水防計画 本編 上ノ国町水防計画 本編 備考 

（道水防計画の修正

理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R6.3） 修正案（R8.●） 

２ 津波の場合 
 

（R5.1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（R6.1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

２ 津波の場合 
 

（R6.1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（R7.1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

(2) 大津波警報・津波警報・注意報、津波情

報、津波予報伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

(2) 津波の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・北海道地域防災計

画の地震・津波防災

計画編の伝達系統図

の修正予定図と合わ

せるため【札幌管区

気象台】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現況と整合させる

ため削除 
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北海道水防計画 本編 上ノ国町水防計画 本編 備考 

（道水防計画の修正

理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R6.3） 修正案（R8.●） 

第３節 洪水予報河川における洪水予報 
第１ 種類及び発表基準 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類 発表基準 

氾濫注意情報 

（洪水注意報） 

基準地点の水位が氾濫注意水位（警戒水

位）に到達し、更に水位上昇が見込まれる

とき 

 

氾濫警戒情報 

（洪水警報） 

基準地点の水位が一定時間後に氾濫危険水

位に到達することが見込まれるとき、又

は、避難判断水位に到達し、更に水位上昇

が見込まれるとき 

 

氾濫危険情報 

（洪水警報） 

基準地点の水位が氾濫危険水位に到達した

とき、又は、急激な水位上昇によりまもな

く氾濫危険水位を超え、更に水位の上昇が

見込まれるとき 

氾濫発生情報 

（洪水警報） 

氾濫が発生したとき 

第３節 洪水予報河川における洪水予報 
第１ 種類及び発表基準 

 

（略） 

 

 

 

種類 発表基準 とるべき行動 警戒レベル 

 

氾濫注意

情報解除 

 
基準地点の
水位が氾濫
注意水位を
下回ったと
き 

  

 

 

氾濫注意

情報 

（洪水注

意報） 

基準地点の水

位が氾濫注意

水位（警戒水

位）に到達

し、更に水位

上昇が見込ま

れるとき 

避難行動の確認が

必要とされる警戒

レベル２に相当。

ハザードマップ等

想定されている区

域や避難により、災

害が先、避難経路を

確認。 

 

警戒レベル２

相当 

 

 

氾濫警戒

情報 

（洪水警

報） 

 

基準地点の水

位が一定時間

後に氾濫危険

水位に到達す

ることが見込

まれるとき、

又は、避難判

断水位に到達

し、更に水位

上昇が見込ま

れるとき) 

地元の自治体が警戒

レベル３高齢者等避

難を発令する目安と

なる情報。高齢者等

は危険な場所からの

避難が必要とされる

警戒レベル３相当。 

災害が想定されてい

る区域等では、自治

体からの高齢者等避

難の発令に留意する

とともに、高齢者等

以外の方も避難の準

備をしたり自ら避難

の判断を行う。 

 

 

警戒レベル３

相当 

 

 

氾濫危険

情報 

（洪水警

報） 

 

基準地点の水

位が氾濫危険

水位に到達し

たとき、又

は、急激な水

位上昇により

まもなく氾濫

危険水位を超

え、更に水位

の上昇が見込

まれるとき 

地元の自治体が警戒

レベル４避難指示を

発令する目安となる

情報。危険な場所か

らの避難が必要とさ

れる警戒レベル４に

相当。 

災害が想定されてい

る区域等では、自治

体からの避難指示の

発令に留意するとと

もに、避難指示が発

令されていなくても

自らの避難の判断を

行う。 

 

 

警戒レベル４

相当 

 

 

氾濫発生

情報 

（洪水警

報） 

 

氾濫が発生し

たとき 

地元の自治体が警戒

レベル５緊急安全確

保を発令する判断材

料となる情報。災害

がすでに発生してい

ることを示す警戒レ

ベル５に相当。 

災害がすでに発生し

ている状況となって

いる。命の危険が迫

っているため直ちに

身の安全を確保。 

 

 

警戒レベル５

相当 

第３節 水位周知河川における水位到達情報 
１ 種類及び発表基準 
 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種 類 発  表  基  準 

氾濫注意情報 基準地点の水位が氾濫注意水位（警戒水位）

に到達したとき 

氾濫警戒情報 基準地点の水位が避難判断水位に到達したと

き 

氾濫危険情報 基準地点の水位が氾濫危険水位（洪水特別警

戒水位）に到達したとき 

氾濫発生情報 氾濫が発生したとき 

第３節 水位周知河川における水位到達情報 
１ 種類及び発表基準 
 

（略） 

 

 

 

種類 発表基準 とるべき行動 警戒レベル 

 

 

氾濫注意情

報解除 

 
基準地点
の水位が
氾濫注意
水位を下
回ったと
き 

  

 

 

氾濫注意情

報 

（洪水注意

報） 

 

基準地点

の水位が

氾濫注意

水位（警

戒水位）

に到達し

たとき 

避難行動の確認が必

要とされる警戒レベ

ル２に相当。ハザー

ドマップ等想定され

ている区域や避難に

より、災害が先、避難

経路を確認。 

 

警戒レベル

２相当 

 

 

氾濫警戒情

報 

（洪水警

報） 

 

基準地点

の水位が

避難判断

水位に到

達したと

き 

地元の自治体が警戒レ

ベル３高齢者等避難を

発令する目安となる情

報。高齢者等は危険な

場所からの避難が必要

とされる警戒レベル３

相当。 

災害が想定されている

区域等では、自治体か

らの高齢者等避難の発

令に留意するととも

に、高齢者等以外の方

も避難の準備をしたり

自ら避難の判断を行

う。 

 

 

警戒レベル

３相当 

 

 

氾濫危険情

報 

（洪水警

報） 

 

基準地点

の水位が

氾濫危険

水位（洪

水特別警

戒水位）

に到達し

たとき 

地元の自治体が警戒レ

ベル４避難指示を発令

する目安となる情報。

危険な場所からの避難

が必要とされる警戒レ

ベル４に相当。 

災害が想定されている

区域等では、自治体か

らの避難指示の発令に

留意するとともに、避

難指示が発令されてい

なくても自らの避難の

判断を行う。 

 

 

警戒レベル

４相当 

 

 

氾濫発生情

報 

（洪水警

報） 

 

氾濫が発

生したと

き 

地元の自治体が警戒レ

ベル５緊急安全確保を

発令する判断材料とな

る情報。災害がすでに

発生していることを示

す警戒レベル５に相

当。 

災害がすでに発生して

いる状況となってい

る。命の危険が迫って

いるため直ちに身の安

全を確保。 

 

 

警戒レベル

５相当 

 

 

 

 

 

・洪水予報及びとる

べき行動と警戒レベ

ルについて、関連性

を明確にするために

一体的に記載するた

め（赤枠内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（対策通報含む） 
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北海道水防計画 本編 上ノ国町水防計画 本編 備考 

（道水防計画の修正

理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R6.3） 修正案（R8.●） 

 

 

 

第２ 国が行う洪水予報 
１ 洪水予報河川 
 

（略） 

 
水系名 洪水予報区域名 対象指定河川名 実施期間 

石狩川 石狩川下流 石狩川、当別川、

篠津川、須部都川 

美唄川、奈井江

川、徳富川、尾白

利川川 

札幌管区気象台・

札幌開発建設部 

豊平川 豊平川、月寒川、

望月寒川 

〃 

千歳川 千歳川、旧夕張川 〃 

夕張川 夕張川 〃 

幾春別川 幾春別川 〃 

空知川下流 空知川 〃 

雨竜川 雨竜川、恵岱別川 〃 

石狩川上流 石狩川 旭川地方気象台・

旭川開発建設部 

忠別川 忠別川 〃 

美瑛川 美瑛川 〃 

牛朱別川 牛朱別川 〃 

 

（略） 

 

２ 洪水予報の伝達経路及び手段 
水防法及び気象業務法に基づく洪水予報の伝

達経路及び手段は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

第２ 国が行う洪水予報 
１ 洪水予報河川 
 

（略） 

 
水系名 洪水予報区域名 対象指定河川名 実施期間 

石狩川 石狩川下流 石狩川、当別川、

篠津川、須部都川 

美唄川、奈井江

川、徳富川、尾白

利加川 

札幌管区気象台・

札幌開発建設部 

豊平川 豊平川、月寒川、

望月寒川 

〃 

千歳川 千歳川、旧夕張川 〃 

夕張川 夕張川 〃 

幾春別川 幾春別川 〃 

空知川下流 空知川 〃 

雨竜川 雨竜川、恵岱別川 〃 

石狩川上流 石狩川 旭川地方気象台・

旭川開発建設部 

忠別川 忠別川 〃 

美瑛川 美瑛川 〃 

牛朱別川 牛朱別川 〃 

 

（略） 

 

２ 洪水予報の伝達経路及び手段 
水防法及び気象業務法に基づく洪水予報の伝

達経路及び手段は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

・前表の警戒レベル

掲載順との整合を図

るため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・字句修正のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現況と整合させる

ため削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（対策通報） 

（対策通報） 

※該当する記載がないため 

※該当する記載がないため 

※該当する記載がないため 
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北海道水防計画 本編 上ノ国町水防計画 本編 備考 

（道水防計画の修正

理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R6.3） 修正案（R8.●） 

第３ 道と気象台が行う洪水予報 
１ 洪水予報河川 

道と気象庁が共同で洪水予報を行う河川は、

次のとおりである（別表５「指定河川、基準水

位観測所、水防警報区、水位周知区間及び洪水

予報区間（知事指定）参照」。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 洪水予報の伝達経路及び手段 
水防法及び気象業務法に基づく洪水予報の伝

達経路及び手段は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 道と気象台が行う洪水予報 
１ 洪水予報河川 

道と気象台が共同で洪水予報を行う河川は、

別表５「指定河川、基準水位観測所、水防警報

区、水位周知区間及び洪水予報区間（知事指

定）」のとおりである。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

２ 洪水予報の伝達経路及び手段 
水防法及び気象業務法に基づく洪水予報の伝

達経路及び手段は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・水位周知河川及び

水防警報河川と同様

の記載とするため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・水位周知河川及び

水防警報河川と同様

の記載とするため 

 

・現況と整合させる

ため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水系名 河川名 実施機関 

新川 新川 札幌管区気象台・ 

空知総合振興局札幌建設管理部 

 

（二重線）で囲まれている機関は、気象

業務法の規定に基づく洪水予報の通知先 

は、放送 

（※1）北海道開発局、陸上自衛隊（北部

方面総監部（情報部資料課）、第

11旅団）、北海道警察等 

（二重線）で囲まれている機関は、気象

業務法の規定に基づく洪水予報の通知先 

は、放送 

（※1）北海道開発局、陸上自衛隊（北部

方面総監部（情報部資料課））、

北海道警察等 

(対策通報） 

(対策通報） 

※該当する記載がないため 

※該当する記載がないため 

※該当する記載がないため 
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北海道水防計画 本編 上ノ国町水防計画 本編 備考 

（道水防計画の修正

理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R6.3） 修正案（R8.●） 

第４節 水位周知河川における水位到達情報 
第２ 国土交通省が行う水位到達情報の通知 
２ 水位情報の伝達経路及び手段 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第３ 道が行う水位到達情報の通知 
２ 水位到達情報の伝達経路及び手法 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第５節 水防警報 
第２ 洪水・高潮時の河川に関する水防警報 
水防警報の種類、内容及び発表基準は、次のと

おりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第４節 水位周知河川における水位到達情報 
第２ 国土交通省が行う水位到達情報の通知 
２ 水位情報の伝達経路及び手段 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第３ 道が行う水位到達情報の通知 
２ 水位到達情報の伝達経路及び手法 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第５節 水防警報 
第２ 洪水・高潮時の河川に関する水防警報 
水防警報の種類、内容及び発表基準は、次のと

おりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３節 水位周知河川における水位到達情報 
 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 知事が行う水位到達情報の通知 
(2) 水位到達情報の伝達経路及び手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第４節 水防警報 
２ 洪水・高潮時の河川に関する水防警報 

 

河川における水防警報 
種類 内 容 発 表 基 準 

待機 不意の出水あるいは水位の再上昇が

懸念される場合に、状況に応じて直

ちに水防機関が出動できるように待

機する必要がある旨を警告するも

の。水防機関の出動期間が長引くよ

うな場合に、出動人員を減らしても

差支えないが、水防活動をやめるこ

とはできない旨を警告するもの。 

気象予報、警報等又は河川状況

により、特に必要と認めると

き。 

準備 水防に関する情報連絡、水防資器材

の整備、水門機能等の点検、通信及

び輸送の確保等に努めるとともに、

水防機関に出動の準備をさせる必要

がある旨を警告するもの。 

雨量、水位、流量その他の河川

状況により必要と認めるとき。 

出動 水防機関が出動する必要がある旨を

警告するもの。 

氾濫注意情報等により、又は、

水位、流量その他の河川状況に

より、氾濫注意水位に達し、な

お上昇のおそれがあるとき。 

指示 水位、滞水時間その他水防活動上必

要な状況を明示するとともに越水

（堤防から水があふれる）、漏水、

堤防斜面の崩れ、亀裂、その他河川

状況により警戒を必要とする事項を

指摘して警告するもの。 

氾濫警戒情報等により、又は、

既に氾濫注意水位を超え、災害

のおこるおそれがあるとき。 

解除 水防活動を必要とする出水状況が解

消した旨、及び当該基準水位観測所

名による一連の水防警報を解除する

旨を通告するもの。 

氾濫注意水位以下に下降したと

き、又は氾濫注意水位以上であ

っても水防作業を必要とする河

川状況が解消したと認めると

き。 

第３節 水位周知河川における水位到達情報 
 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 知事が行う水位到達情報の通知 
(2) 水位到達情報の伝達経路及び手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第４節 水防警報 
２ 洪水・高潮時の河川に関する水防警報 
 

河川における水防警報 
種類 内 容 発 表 基 準 

待機 不意の出水あるいは水位の再上昇が

懸念される場合に、状況に応じて直

ちに水防機関が出動できるように待

機する必要がある旨を警告するも

の。水防機関の出動期間が長引くよ

うな場合に、出動人員を減らしても

差支えないが、水防活動をやめるこ

とはできない旨を警告するもの。 

気象予報、警報等又は河川状況に

より、特に必要と認めるとき。 

準備 水防に関する情報連絡、水防資器材

の整備、水門機能等の点検、通信及

び輸送の確保等に努めるとともに、

水防機関に出動の準備をさせる必要

がある旨を警告するもの。 

雨量、水位、流量その他の河川状

況により必要と認めるとき。 

出動 防機関が出動する必要がある旨を警

告するもの。 

河川氾濫注意情報等により、又

は、水位、流量その他の河川状況

により、氾濫注意水位に達し、な

お上昇のおそれがあるとき。 

指示 水位、滞水時間その他水防活動上必

要な状況を明示するとともに越水

（堤防から水があふれる）、漏水、

堤防斜面の崩れ、亀裂、その他河川

状況により警戒を必要とする事項を

指摘して警告するもの。 

氾濫警戒情報等により、又は、既

に氾濫注意水位を超え、災害のお

こるおそれがあるとき。 

解除 水防活動を必要とする出水状況が解

消した旨、及び当該基準水位観測所

名による一連の水防警報を解除する

旨を通告するもの。 

氾濫注意水位以下に下降したと

き、又は氾濫注意水位以上であっ

ても水防作業を必要とする河川状

況が解消したと認めるとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織改組のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織改組のため 

 

・道が行う水位到達

情報について、開発

建設部から北海道開

発局への通知はして

いないため 

 

 

 

 

 

 

・「北海道水防警報

実施要綱」と文言の

統一を図るため【北

海道建設部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 地 域 政 策 課 ) 
( 危 機 対 策 室 ) 

( 危 機 対 策 室 ) 
 

( 地 域 政 策 課 ) 

※該当する記載がないため 
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北海道水防計画 本編 上ノ国町水防計画 本編 備考 

（道水防計画の修正

理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R6.3） 修正案（R8.●） 

２ 国土交通大臣が行う水防警報 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

３ 道が行う水防警報 
(2) 水防警報の伝達経路及び手段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第３ 高潮時の海岸に関する水防警報 
３ 国土交通大臣が行う水防警報 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第４ 津波に関する水防警報 

１ 種類及び発表基準 

知事は、国土交通大臣が指定した海岸・河川

について、水防警報の通知を受けたとき、又は

知事が指定した海岸・河川について水防警報を

したときは、関係水防管理者その他水防に関係

のある機関に通知するものとする。 

水防警報の種類、内容及び発表基準は、次の

とおりである。ただし、次の（１）～（３）の

ように「活動可能時間」がとれる場合にのみ発

表する。 

２ 国土交通大臣が行う水防警報 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

３ 道が行う水防警報 
(2) 水防警報の伝達経路及び手段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第３ 高潮時の海岸に関する水防警報 
３ 国土交通大臣が行う水防警報 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第４ 津波に関する水防警報 
１ 種類及び発表基準 

知事は、国土交通大臣が指定した海岸・河川

について、水防警報の通知を受けたとき、又は

知事が指定した海岸・河川について水防警報を

したときは、関係水防管理者その他水防に関係

のある機関に通知するものとする。 

水防警報の種類、内容及び発表基準は、次の

とおりである。ただし、「待機」は気象庁の津

波警報が発表されると自動的に発表したものと

する。 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 知事が行う水防警報 

    イ 水防警報の伝達経路及び手法 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

３ 高潮時の海岸に関する水防警報 
 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 津波に関する水防警報 
(1) 種類及び発表基準 

知事は、国土交通大臣が指定した海岸・河川

について、水防警報の通知を受けたとき、又は

知事が指定した海岸・河川について水防警報を

したときは、関係水防管理者その他水防に関係

のある機関に通知するものとする。 
水防警報の種類、内容及び発表基準は、次の

とおりである。ただし、「待機」は気象庁の津

波警報が発表されると自動的に発表したものと

する。 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 知事が行う水防警報 

    イ 水防警報の伝達経路及び手法 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

３ 高潮時の海岸に関する水防警報 
 

更新対象外 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 津波に関する水防警報 
(1) 種類及び発表基準 

知事は、国土交通大臣が指定した海岸・河川

について、水防警報の通知を受けたとき、又は

知事が指定した海岸・河川について水防警報を

したときは、関係水防管理者その他水防に関係

のある機関に通知するものとする。 
水防警報の種類、内容及び発表基準は、次の

とおりである。ただし、「待機」は気象庁の津

波警報が発表されると自動的に発表したものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

・組織改組のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織改組のため 

 

・道が行う水位到達

情報について、開発

建設部から北海道開

発局への通知はして

いないため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織改組のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・北海道開発局の定

める「北海道開発局

水防警報実施規程」

との整合を図るため

【北海道開発局】 

( 地 域 政 策 課 ) 

( 危 機 対 策 室 ) 
 

( 危 機 対 策 室 ) 
 

( 地 域 政 策 課 ) 

( 地 域 政 策 課 ) ( 危 機 対 策 室 ) 
 

※該当する記載がないため 

※該当する記載がないため 
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北海道水防計画 本編 上ノ国町水防計画 本編 備考 

（道水防計画の修正

理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R6.3） 修正案（R8.●） 

(1) 日本近海における地震発生で、震源域の情

報から「津波到達時刻」が推定でき、十分で

なくとも「活動可能時間」がとれる場合 

(2) 日本近海における地震発生により、津波到

来が予想されるが地理的状況等から津波到達

まで「活動可能時間」が確保できる場合 

(3) 遠地津波のように、津波到来が予想される

が地理的状況等から当該地までの津波の到達

予想時刻まで相当な時間があり、「活動可能

時間」が十分に確保できる場合 

 

 

 

 

 
 
 
２ 国土交通大臣が行う水防警報 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 国土交通大臣が行う水防警報 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
種類 内容 発表基準 

待機 水防団員の安全を確保し

たうえで待機する必要が

ある旨を警告するもの。 

津波警報が発表される等必要と認めるとき。 

出動 水防機関が出動する必要

がある旨を警告するも

の。 

津波警報等が発表され水防活動が必要と認

められる場合で、かつ安全に作業が行える

（時間的な猶予がある）状態のとき 

解除 水防活動の必要が解消し

た旨を通告するもの。 

津波警報等が解除されたとき又は水防活動

の必要があると認められなくなったとき。 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
種類 内容 発表基準 

待機 水防団員の安全を確保し

たうえで待機する必要が

ある旨を警告するもの。 

津波警報が発表される等必要と認めるとき。 

出動 水防機関が出動する必要

がある旨を警告するも

の。 

津波警報及び津波注意報が解除される等、

水防作業が安全に行える状態で、かつ必要

と認められるとき。 

解除 水防活動の必要が解消し

た旨を通告するもの。 

巡視等により被害が確認されなかったと

き、又は応急復旧等が終了した時、水防作

業を必要とする状況が解消したと認めるとき。 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・北海道開発局の定

める「北海道開発局

水防警報実施規程」

との整合を図るため

【北海道開発局】 

 

 

・組織改組のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 地 域 政 策 課 ) 
( 危 機 対 策 室 ) 

 

※該当する記載がないため 
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北海道水防計画 本編 上ノ国町水防計画 本編 備考 

（道水防計画の修正

理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R6.3） 修正案（R8.●） 

第５章 水位等の観測、通報及び公表 

第１節 水位の観測、通報及び公表 
６ 水位等通報系統図 
道及び北海道開発局の水位等通報系統図は、

次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５章 水位等の観測、通報及び公表 

第１節 水位の観測、通報及び公表 
６ 水位等通報系統図 
道及び北海道開発局の水位等通報系統図は、

次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 水位等の観測、通報及び公表 

第１節 水位の観測、通報及び公表 
(5) 水位等通報系統図 

道の水位等通報系統図は、次のとおりであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 水位等の観測、通報及び公表 

第１節 水位の観測、通報及び公表 
(5) 水位等通報系統図 

道の水位等通報系統図は、次のとおりであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織改組のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(地域政策課) (危機対策室) 
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北海道水防計画 本編 上ノ国町水防計画 本編 備考 

（道水防計画の修正

理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R6.3） 修正案（R8.●） 

第６章 気象予報等の情報収集 

第２ 気象情報等の種類 
気象情報の種類は、次のとおりである。 

 

(1) 早期注意情報（警報級の可能性） 

５日先までの警報級の現象の可能性が

［高］・［中］の２段階で発表される。当日

から翌日にかけては時間帯を区切って、天気

予報の対象地域と同じ発表単位で、２日先か

ら５日先にかけては日単位で、週間天気予報

の対象地域と同じ発表単位で発表される。 

 

 

 

 

 

 

 (2) 地方気象情報、府県気象情報 

気象情報とは、気象業務法第 11 条及び気

象官署予報業務規則第47条に明記されている

とおり、観測結果や予報事項に関する情報を

発表し、防災関係機関や住民が円滑な防災活

動を実施できるよう、公衆の利便を増進する

ことを目的とする情報。 

気象の予報等について、特別警報・警報・

注意報に先立って注意を喚起する場合や、特

別警報・警報・注意報が発表された後の経過

や予想、防災上の注意を解説する場合等に発

表される。 

大雨による災害発生の危険度が急激に高ま

っている中で、線状の降水帯により非常に激

しい雨が同じ場所で降り続いているときに

は、「線状降水帯」というキーワードを使っ

て解説する「顕著な大雨に関する〇〇地方気

象情報」という表題の気象情報が府県気象情

報、地方気象情報、全般気象情報として発表

される。 

 

（略） 

 

(4) 記録的短時間大雨情報 

大雨警報発表中の二次細分区域において、

キキクル（危険度分布）の「危険」（紫）が

出現し、かつ数年に一度程度しか発生しない

ような猛烈な雨（１時間降水量）が観測（地

上の雨量計による観測）又は解析（気象レー

ダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）し

たときに、 府県気象情報の一種として発表

される。 

第６章 気象予報等の情報収集 

第２ 気象情報等の種類 
気象情報の種類は、次のとおりである。 

 

(1) 早期注意情報（警報級の可能性） 

５日先までの警報級の現象の可能性が

［高］・［中］の２段階で発表される。当日

から翌日にかけては時間帯を区切って、天気

予報の対象地域と同じ発表単位（石狩地方な

ど）で、２日先から５日先にかけては日単位

で、週間天気予報の対象地域と同じ発表単位

（石狩・ 空知・後志地方など）で発表され

る。大雨と高潮に関して、[高]又は[中]が予

想されている場合は、災害への心構えを高め

る必要があることを示す警戒レベル１であ

る。 

 

(2) 地方気象情報、府県気象情報 

 

（削除） 

 

 

 

 

気象の予報等について、特別警報・警報・

注意報に先立って注意を喚起する場合や、特

別警報・警報・注意報が発表された後の経過

や予想、防災上の注意を解説する場合等に発

表される情報。 

大雨による災害発生の危険度が急激に高ま

っている中で、線状の降水帯により非常に激

しい雨が同じ場所で降り続いているときに

は、「線状降水帯」というキーワードを使っ

て 解説する「顕著な大雨に関する〇〇地方

気象情報」という表題の気象情報が府県気象

情報、地方気象情報として発表される。 

 

 

（略） 

 

(4) 記録的短時間大雨情報 

大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生

しないような猛烈な雨１時間降水量）が観測

（地上の雨量計による観測）又は解析（気象

レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分

析）され、かつ、キキクル（危険度分布）の

「危険」（紫）が出現している場合に、気象

庁から発表される。 

 

第６章 気象予報等の情報収集 

第２節 気象情報等の種類 

気象情報の種類は、次のとおりである。 

 

(1) 早期注意情報（警報級の可能性） 

５日先までの警報級の現象の可能性が

［高］・［中］の２段階で発表される。当日

から翌日にかけては時間帯を区切って、天気

予報の対象地域と同じ発表単位で、２日先か

ら５日先にかけては日単位で、週間天気予報

の対象地域と同じ発表単位で発表される。 

 

 

 

 

 

 

(2) 地方気象情報、府県気象情報 

気象情報とは、観測結果や予報事項に関す

る情報を発表し、防災関係機関や住民が円滑

な防災活動を実施できるよう、公衆の利便を

増進することを目的とする情報。 

 

 

気象の予報等について、特別警報・警報・

注意報に先立って注意を喚起する場合や、特

別警報・警報・注意報が発表された後の経過

や予想、防災上の注意を解説する場合等に発

表される。 

大雨による災害発生の危険度が急激に高ま

っている中で、線状の降水帯により非常に激

しい雨が同じ場所で降り続いているときに

は、「線状降水帯」というキーワードを使っ

て解説する「顕著な大雨に関する〇〇地方気

象情報」という表題の気象情報が府県気象情

報、地方気象情報、全般気象情報として発表

される。 

 

（略） 

 

(4) 記録的短時間大雨情報 

大雨警報発表中の二次細分区域において、

キキクル（危険度分布）の「危険」（紫）が

出現し、かつ数年に一度程度しか発生しない

ような猛烈な雨（１時間降水量）が観測（地

上の雨量計による観測）又は解析（気象レー

ダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）し

たときに、府県気象情報の一種として発表さ

れる。 

第６章 気象予報等の情報収集 

第２節 気象情報等の種類 

気象情報の種類は、次のとおりである。 

 

(1) 早期注意情報（警報級の可能性） 

５日先までの警報級の現象の可能性が

［高］・［中］の２段階で発表される。当日

から翌日にかけては時間帯を区切って、天気

予報の対象地域と同じ発表単位（檜山地方）

で、２日先から５日先にかけては日単位で、

週間天気予報の対象地域と同じ発表単位（渡

島・檜山地方）で発表される。大雨と高潮に

関して、[高]又は[中]が予想されている場合

は、災害への心構えを高める必要があること

を示す警戒レベル１である。 

 

 

(2) 地方気象情報、府県気象情報 

 

（削除） 

 

 

 

 

気象の予報等について、特別警報・警報・

注意報に先立って注意を喚起する場合や、特

別警報・警報・注意報が発表された後の経過

や予想、防災上の注意を解説する場合等に発

表される情報。 

大雨による災害発生の危険度が急激に高ま

っている中で、線状の降水帯により非常に激

しい雨が同じ場所で降り続いているときに

は、「線状降水帯」というキーワードを使っ

て 解説する「顕著な大雨に関する〇〇地方

気象情報」という表題の気象情報が府県気象

情報、地方気象情報として発表される。 

 

 

（略） 

 

(4) 記録的短時間大雨情報 

大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生

しないような猛烈な雨１時間降水量）が観測

（地上の雨量計による観測）又は解析（気象

レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分

析）され、かつ、キキクル（危険度分布）の

「危険」（紫）が出現している場合に、気象

庁から発表される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・北海道地域防災計

画（本編）51 頁の記

載と整合させるため 

 

 

 

 

 

 

 

・北海道地域防災計

画（本編）51 頁の記

載と整合させるため 

 

 

 

 

 

 

・北海道地域防災計

画（本編）51 頁の記

載と整合させるため 

 

 

 

 

・地方気象情報、府

県気象情報に関する

項目であることから

削除 

 

 

 

・北海道地域防災計

画（本編）51 頁の記

載と整合させるため 
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北海道水防計画 本編 上ノ国町水防計画 本編 備考 

（道水防計画の修正

理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R6.3） 修正案（R8.●） 

この情報が発表されたときは、土砂災害や

低地の浸水、中小河川の増水・氾濫といった 

災害発生につながるような猛烈な雨が降って

いる状況であり、実際に災害発生の危険度が

高まっている場所については、キキクル（危

険度分布）で確認する必要がある。 

 

 

 

(5) 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバース

ト等による激しい突風に対して注意を呼びか

ける情報で、雷注意報が発表されている状況

下において竜巻等の激しい突風の発生しやす

い気象状況になっている時に天気予報の対象

地域と同じ発表単位で発表される情報。な

お、実際に危険度が高まっている場所につい

ては竜巻発生確度ナウキャストで確認するこ

とができる。 

また、竜巻の目撃情報が得られた場合に

は、目撃情報があった地域を示し、その周辺

で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそ

れが非常に高まっている旨を付加した情報が

天気予報の対象地域と同じ発表単位で発表さ

れる。この情報の有効期間は、発表から概ね

1時間である。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この情報が発表されたときは、土砂災害及

び低地の浸水、中小河川の増水・氾濫といっ

た災害発生につながるような猛烈な雨が降っ

ている状況であり、実際に災害発生の危険度

が高まっている場所については、キキクル

（危険度分布）で確認する必要がある。 

 

 

 

(5) 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバース

ト等による激しい突風に対して注意を呼びか

ける情報で、雷注意報が発表されている状況

下において竜巻等の激しい突風の発生しやす

い気象状況になっているときに発表される情

報。なお、実際に危険度が高まっている場所

については竜巻発生確度ナウキャストで確認

することができる。 

 

また、竜巻の目撃情報が得られた場合に

は、目撃情報があった地域を示し、その周辺

で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそ

れが非常に高まっている旨を発表される。こ

の情報の有効期間は、発表から概ね1時間で

ある。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この情報が発表されたときは、土砂災害や低

地の浸水、中小河川の増水・氾濫といった災

害発生につながるような猛烈な雨が降ってい

る状況であり、実際に災害発生の危険度が高

ま っている場所については、キキクル（危険

度分布）で確認する必要がある。 

 

（略） 

 

(6) 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバース

ト等による激しい突風に対して注意を呼びか

ける情報で、雷注意報が発表されている状況

下において竜巻等の激しい突風の発生しやす

い気象状況になっている時に天気予報の対象

地域と同じ発表単位で発表される情報。 

なお、実際に危険度が高まっている場所に

ついては竜巻発生確度ナウキャストで確認す

ることができる。また、竜巻の目撃情報が得

られた場合には、目撃情報があった地域を示

し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が

発生するおそれが非常に高まっている旨を付

加した情報が天気予報の対象地域と同じ発表

単位で発表される。この情報の有効期間は、

発表から概ね1時間である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この情報が発表されたときは、土砂災害及

び低地の浸水、中小河川の増水・氾濫といっ

た災害発生につながるような猛烈な雨が降っ

ている状況であり、実際に災害発生の危険度

が高まっている場所については、キキクル

（危険度分布）で確認する必要がある。 

 

（略） 

 

(6) 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバース

ト等による激しい突風に対して注意を呼びか

ける情報で、雷注意報が発表されている状況

下において竜巻等の激しい突風の発生しやす

い気象状況になっているときに発表される情

報。 

なお、実際に危険度が高まっている場所に

ついては竜巻発生確度ナウキャストで確認す

ることができる。また、竜巻の目撃情報が得

られた場合には、目撃情報があった地域を示

し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が

発生するおそれが非常に高まっている旨を発

表される。この情報の有効期間は、発表から

概ね1時間である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・北海道地域防災計

画（本編）51頁の記

載と整合させるため 
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北海道水防計画 本編 上ノ国町水防計画 本編 備考 

（道水防計画の修正

理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R6.3） 修正案（R8.●） 

第７章 ダム・水門等の操作 

第３ 連絡系統 
１ 直轄ダム 
直轄ダムの情報系統図は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 補助ダム 
補助ダムの情報系統図は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 利水ダム（国許可） 
利水ダム（国許可）の情報系統図は次のとお

りである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 ダム・水門等の操作 

第３ 連絡系統 
１ 直轄ダム 
直轄ダムの情報系統図は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 補助ダム 
補助ダムの情報系統図は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 利水ダム（国許可） 
利水ダム（国許可）の情報系統図は次のとお

りである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 ダム・水門等の操作 

２ ダムの情報系統図 
連絡系統図に従って連絡し、やむを得ない理由

により、この系統によりがたい場合はあらゆる手

段を尽くして迅速確実に連絡する。 

上ノ国ダムの情報系統図は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 ダム・水門等の操作 

２ ダムの情報系統図 
連絡系統図に従って連絡し、やむを得ない理由

により、この系統によりがたい場合はあらゆる手

段を尽くして迅速確実に連絡する。 

上ノ国ダムの情報系統図は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織改組のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織改組のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織改組のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 地 域 政 策 課 ) ( 危 機 政 策 室 ) 

( 地 域 政 策 課 ) ( 危 機 対 策 室 ) 

( 地 域 政 策 課 ) ( 危 機 対 策 室 ) 
 

※町による独自の記載のため 
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北海道水防計画 本編 上ノ国町水防計画 本編 備考 

（道水防計画の修正

理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R6.3） 修正案（R8.●） 

４ 利水ダム（道許可） 
利水ダム（道許可）の情報系統図は次のとお

りである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 利水ダム（道許可） 
利水ダム（道許可）の情報系統図は次のとお

りである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織改組のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 地 域 政 策 課 ) ( 危 機 対 策 室 ) 
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北海道水防計画 本編 上ノ国町水防計画 本編 備考 

（道水防計画の修正

理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R6.3） 修正案（R8.●） 

第８章 通信連絡 

第４ その他の通信施設の使用 
 

（略） 

 

(1) 北海道総合行政情報ネットワーク 

(2) 北海道警察本部通信施設 

(3) 北海道旅客鉄道株式会社通信施設 

(4) 北海道電力株式会社通信施設 

(5) 北海道開発局通信施設 

(6) 第一管区海上保安本部通信施設 

(7) 自衛隊通信施設 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８章 通信連絡 

第４ その他の通信施設の使用 
 

（略） 

 

(1) 北海道総合行政情報ネットワーク 

(2) 北海道警察本部通信施設 

(3) 北海道旅客鉄道株式会社通信施設 

(4) 北海道電力株式会社・北海道ネットワー

ク株式会社通信施設 

(5) 北海道開発局通信施設 

(6) 第一管区海上保安本部通信施設 

(7) 自衛隊通信施設 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８章 通信連絡 

３ その他の通信施設の使用 

 

（略） 

 

(1) 北海道総合行政情報ネットワーク 

(2) 北海道警察本部通信施設 

(3) 北海道旅客鉄道株式会社通信施設 

(4) 北海道電力株式会社通信施設 

(5) 北海道開発局通信施設 

(6) 第一管区海上保安本部通信施設 

(7) 自衛隊通信施設 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８章 通信連絡 

３ その他の通信施設の使用 

 

（略） 

 

(1) 北海道総合行政情報ネットワーク 

(2) 北海道警察本部通信施設 

(3) 北海道旅客鉄道株式会社通信施設 

(4) 北海道電力株式会社・北海道電力ネット

ワーク株式会社通信施設 

(5) 北海道開発局通信施設 

(6) 第一管区海上保安本部通信施設 

(7) 自衛隊通信施設 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・分社化による組織

変更のため 
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北海道水防計画 本編 上ノ国町水防計画 本編 備考 

（道水防計画の修正

理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R6.3） 修正案（R8.●） 

第１０章 水防活動 

第６節 避難のための立退き 
災害による避難のための立退きの指示等は、

次に定めるもののほか北海道地域防災計画第５

章第４節「避難対策計画」の定めるところによ

る。 

 

(1) 洪水、内水、津波又は高潮により著しい

危険が切迫していると認められるときは、知

事、その命を受けた道の職員又は水防管理者

は、必要と認める区域の居住者に対し、避難

のため立ち退くべきことを指示することがで

きる。 

水防管理者が指示をする場合において

は、当該区域を管轄する警察署長にその旨

を通知するものとする。 

 

（略） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０章 水防活動 

第６節 避難のための立退き 
災害による避難のための立退きの指示等は、

次に定めるもののほか北海道地域防災計画第５

章第４節「避難対策計画」の定めるところによ

る。 

 

 (1) 洪水、内水、津波又は高潮により著しい

危険が切迫していると認められるときは、知

事、その命を受けた道の職員又は水防管理者

は、必要と認める区域の居住者、滞在者その

他の者に対し、避難のため立ち退くべきこと

を指示することができる。  

水防管理者が指示をする場合において

は、当該区域を管轄する警察署長にその旨

を通知するものとする。 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０章 水防活動 

第６節 避難のための立退き 
災害による避難のための立退きの指示等は、

次に定めるもののほか上ノ国町地域防災計画第5

章第5節「避難対策計画」の定めるところによ

る。 

 

(1) 洪水、津波又は高潮の氾濫により著しい

危険が切迫していると認められるときは、町

長、その命を受けた町の職員は、必要と認め

る区域の居住者に対し、避難のため立ち退く

べきことを指示することができる。町が指示

をする場合においては、当該区域を管轄する

警察署長にその旨を通知するものとする。 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０章 水防活動 

第６節 避難のための立退き 
災害による避難のための立退きの指示等は、

次に定めるもののほか上ノ国町地域防災計画第5

章第5節「避難対策計画」の定めるところによ

る。 

 

 (1) 洪水、津波又は高潮の氾濫により著しい

危険が切迫していると認められるときは、町

長、その命を受けた町の職員は、必要と認め

る区域の居住者、滞在者その他の者に対し、

避難のため立ち退くべきことを指示すること

ができる。町が指示をする場合においては、

当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知

するものとする。 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成23年水防法改

正事項を反映のため

（追記） 
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北海道水防計画 本編 上ノ国町水防計画 本編 備考 

（道水防計画の修正

理由） 前回版（R6.1 及び R5.1） 現行（R7.1） 現行（R6.3） 修正案（R8.●） 

第７節 決壊・越水等の通報  
第２ 堤防等の決壊・越水等通報系統図 

堤防等の決壊・越水通報系統図は次のとおり

である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第３ 異常かつ重大な状況におけるダムの通報系

統図 
異常かつ重大な状況におけるダムの通報系統

図は次のとおりである。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（略） 

 

 
 
 

第７節 決壊・越水等の通報  
第２ 堤防等の決壊・越水等通報系統図 
堤防等の決壊・越水通報系統図は次のとおり

である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第３ 異常かつ重大な状況におけるダムの通報系

統図 
異常かつ重大な状況におけるダムの通報系統

図は次のとおりである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（略） 

 

 

 

 

第７節 決壊・越水等の通報 
２ 堤防等の決壊・越水通報系統図 
堤防等の決壊・越水通報系統図は次のとおり

である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 異常かつ重大な状況におけるダムの通報系統

図 
異常かつ重大な状況におけるダムの通報系統

図は次のとおりである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

第７節 決壊・越水等の通報 
２ 堤防等の決壊・越水通報系統図 
堤防等の決壊・越水通報系統図は次のとおり

である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 異常かつ重大な状況におけるダムの通報系統

図 
異常かつ重大な状況におけるダムの通報系統

図は次のとおりである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織改組のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織改組のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

( 地 域 政 策 
課 ) 

( 地 域 政 策 課 ) ( 危 機 対 策 室 ) 
 

( 地 域 政 策 課 ) ( 危 機 対 策 室 ) 
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